
香北もみじ祭り

ふ
れ
あ
い

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

　

健
康
で
長
生
き
、
し
か
も
お

金
に
不
自
由
し
な
く
な
る
と
伝

え
ら
れ
る
『
銭
形
』
の
砂
絵
を

見
に
行
き
ま
せ
ん
か
。

【
日
時
】
11
月
20
日
（
金
）

10
時
〜

【
集
合
場
所
】

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

【
行
き
先
】

琴
弾
公
園
（
香
川
県
）

【
参
加
費
】
１
，
５
０
０
円

※

昼
食
は
各
自
で

【
募
集
人
数
】
先
着
40
人

【
受
付
期
間
】

11
月
10
日
（
火
）
８
時
30
分
〜

※

４
人
ま
で
同
時
に
申
込
可
能

【
問
い
合
わ
せ
先
】

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

☎
53

－

２
６
３
１

第
４
回
香
美
市
小
中

合
同
音
楽
会

【
日
時
】
11
月
29
日
（
日
）

９
時
〜
12
時

【
場
所
】
山
田
小
学
校
体
育
館

※

入
場
料
無
料

※

駐
車
場
は
山
田
小
運
動
場
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

雨
天
時
は
使
用
不
可
。

【
参
加
校
・
予
定
演
奏
曲
】

①
香
北
中
学
校　

　

遥
か

②
佐
岡
小
学
校

　

ホ
！
ホ
！
ホ
！
・
お
も
ち
ゃ

　

の
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー

③
大
栃
小
学
校

　

で
こ
ぼ
こ
行
進
曲
・
ラ
プ
ソ

　

デ
ィ
ー
イ
ン
ブ
ル
ー

④
繁
藤
小
中
学
校

　

つ
ば
め
の
よ
う
に
・
ス
タ
ン

　

ド
バ
イ
ミ
ー

⑤
舟
入
小
学
校

　

情
熱
大
陸
メ
イ
ン
テ
ー
マ

⑥
山
田
小
学
校　

　

マ
ン
ボ
№
５

⑦
大
栃
中
学
校

　

扉
・
赤
と
ん
ぼ

⑧
片
地
小
学
校

都
市
計
画
の
縦
覧

　

都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お

り
縦
覧
し
ま
す
。

　

こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦

覧
期
間
満
了
日
ま
で
に
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
都
市
計
画
の
種
類
】

高
知
広
域
都
市
計
画
下
水
道

（
香
美
市
公
共
下
水
道
）の
変
更

【
縦
覧
期
間
】

11
月
６
日
（
金
）
〜
20
日
（
金
）

【
縦
覧
場
所
】

下
水
道
課
（
西
庁
舎
１
階
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

下
水
道
課
☎
53

－

３
１
１
０

山
に
入
ら
れ
る
方

ご
注
意
を
！

　

香
美
市
で
は
、
特
定
猟
具

（
銃
）
使
用
禁
止
区
域
、
鳥
獣

保
護
区
を
除
く
全
域
で
銃
器
・

わ
な
で
の
狩
猟
が
行
わ
れ
ま

す
。
山
道
を
歩
く
際
な
ど
に
は

十
分
に
ご
注
意
を
お
願
い
し
ま

す
。

■
イ
ノ
シ
シ
・
ニ
ホ
ン
ジ
カ

【
期
間
】
11
月
15
日
（
日
）
〜

平
成
22
年
３
月
15
日
（
月
）

■
イ
ノ
シ
シ
・
ニ
ホ
ン
ジ
カ
以

　

外
の
狩
猟
鳥
獣

【
期
間
】
11
月
15
日
（
日
）
〜

平
成
22
年
２
月
15
日
（
月
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

林
政
課
☎
58

－

３
１
２
０

　

風
に
な
り
た
い
・
世
界
が
ひ

　

と
つ
に
な
る
ま
で

⑨
香
長
小
学
校

　

ひ
ょ
っ
こ
り
ひ
ょ
う
た
ん
島

　

・
瑠
璃
色
の
地
球

⑩
大
宮
小
学
校

　

勇
気
１
０
０
％
・
名
探
偵
コ

　

ナ
ン　

メ
イ
ン
テ
ー
マ

⑪
楠
目
小
学
校

　

愛
唄
・
明
日
に
向
か
っ
て

⑫
鏡
野
中
学
校

　

Ｏ
ｎ
ｅ　

Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ

【
問
い
合
わ
せ
先
】

学
校
教
育
課
☎
53

－

１
０
８
１

ふ
れ
あ
い
親
子

ク
ッ
キ
ン
グ
教
室

　

就
学
前
の
お
子
さ
ん
と
、
楽

し
く
お
や
つ
作
り
！
四
国
電
力

の
協
力
を
得
て
、
油
を
あ
ま
り

使
わ
ず
に
料
理
で
き
る
、
今
話

題
の
Ｉ
Ｈ
ク
ッ
キ
ン
グ
ヒ
ー
タ

ー
を
使
っ
た
親
子
ク
ッ
キ
ン
グ

教
室
を
行
い
ま
す
。
省
エ
ネ
な

ど
身
近
な
電
気
や
エ
コ
ロ
ジ
ー

に
つ
い
て
の
お
話
も
聞
け
ま

す
。

【
日
時
】
12
月
10
日
（
木
）

14
時
〜

【
集
合
場
所
】

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

【
対
象
】
小
学
校
就
学
前
の
子

ど
も
と
保
護
者
１
人

【
参
加
費
】
無
料

【
募
集
人
数
】
先
着
10
組

【
受
付
期
間
】

11
月
16
日
（
月
）
８
時
30
分
〜

【
問
い
合
わ
せ
先
】

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

☎
53

－

２
６
３
１

イ
ベ
ン
ト

そ　
の　

他

広報かみ平成２１年１１月号 広報かみ平成２１年１１月号 １４１５

お知らせお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         お知らせお知らせ

や
な
せ
た
か
し

Ｃさ
ん
れ
い　

さ
ん
ち
ゃ
ん

●○●平成２１年秋の火災予防運動が実施されます●○●
　これから火災が発生しやすい季節をむかえます。

　火災予防運動は、市民の皆さんに防火に対する意識を一層高め

ていただき、火災の発生を防止することにより、尊い生命や貴重

な財産の損失を防ぐことを目的としています。

【問い合わせ先】

　消防本部消防課予防係

　☎５３－４１７６

【問い合わせ先】【問い合わせ先】

　健康づくり推進課　健康づくり推進課　☎５９－３１５１ ・　☎５９－３１５１ ・　環境課　環境課　☎５３－５３－１０６３１０６３

【問い合わせ先】

　健康づくり推進課　☎５９－３１５１ ・　環境課　☎５３－１０６３

【実施期間】　１１月９日（月）～ １５日（日）

【全国統一防火標語】『消えるまで　ゆっくり火の元　にらめっ子』

　滝を彩る紅葉の下、風情あるひと時を過ごし

ませんか。

■轟の滝（香北町猪野々）

【日時】１１月２１日（土）１１時～１５時

【場所】滝の茶屋前

■大荒の滝（香北町大束）

【日時】１１月２２日（日）１１時～１５時

【場所】木馬茶屋前

【内容】野点・琴の演奏

【問い合わせ先】

　香北支所地域振興課　

　  ☎５９－２３１５

茶屋営業のお知らせ

　おそば・うどん・おでん・お寿司などを販売す

る、紅葉の時期限定のお店が営業されます。

■滝の茶屋（轟の滝）

１１月１日～３０日　　  ９時～１６時

※１１月１０日（火）は休みです。

■木馬茶屋（大荒の滝）

１１月８日～３０日　　１０時～１６時

※土・日のみの営業。

香北もみじ祭り
飼い主としての責任を持ちましょう！飼い主としての責任を持ちましょう！飼い主としての責任を持ちましょう！

の
放
し
飼
い
・
フ
ン
・
泣
き
声

の
放
し
飼
い
・
フ
ン
・
泣
き
声

の
放
し
飼
い
・
フ
ン
・
泣
き
声

迷
惑
し
て
い
る
人
が
増
え
て
い
ま
す

迷
惑
し
て
い
る
人
が
増
え
て
い
ま
す

迷
惑
し
て
い
る
人
が
増
え
て
い
ま
す

犬
犬はつないで飼いましょう犬はつないで飼いましょう
　　　　鶏を襲ったり、畑を荒ら鶏を襲ったり、畑を荒らすなどすなどの被害が出ています。の被害が出ています。

　　 脱出防止　　 脱出防止・しつけと訓練しつけと訓練を行いましょう。を行いましょう。

犬のフンの始末は必ずしましょう犬のフンの始末は必ずしましょう
　　　　道路や畑に犬のフンが放置されているのを見かけます。道路や畑に犬のフンが放置されているのを見かけます。

　　 必ず飼い主が持ち帰りましょう。　　 必ず飼い主が持ち帰りましょう。

なるべく鳴かないようにさせましょうなるべく鳴かないようにさせましょう
　　　　ストレスがたまらないように散歩をしましょう。ストレスがたまらないように散歩をしましょう。

　　 　　 ひどく鳴く場合はひどく鳴く場合は、動物病院に相談してみましょう。、動物病院に相談してみましょう。

犬の登録、狂犬病の予防注射も忘れずに！犬の登録、狂犬病の予防注射も忘れずに！

犬はつないで飼いましょう
　　鶏を襲ったり、畑を荒らすなどの被害が出ています。
　　 脱出防止・しつけと訓練を行いましょう。

犬のフンの始末は必ずしましょう
　　道路や畑に犬のフンが放置されているのを見かけます。
　　 必ず飼い主が持ち帰りましょう。

なるべく鳴かないようにさせましょう
　　ストレスがたまらないように散歩をしましょう。
　　 ひどく鳴く場合は、動物病院に相談してみましょう。

犬の登録、狂犬病の予防注射も忘れずに！

狂犬病予防法・高知県動物の愛護及び管理に関する条例・香美

市環境美化条例などで、これらの遵守が規定されています。

つけましたか？住宅用火災警報器！


